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1． 防火防災管理細則の検討
・第４条　（防火管理者および統括防火管理者の選任）
⇒第3条で説明済なので、標記通りとする。
⇒★修正案のとおりでお願いします。当マンションでは、防火管理者と統括防火管理者を選任する必要があります。防火管理者と統括防火管理者のそれぞれの届け出を消防署に提出しています。
単に「防火管理者」とすると誤解を招きます。

　・★上記に関連して、
第3条三項　「本マンションは」以下の記載を変更願います。
「～本マンションは、「高層建築物（高さ31ｍを超える建築物）」にあたるため、統括防火管理者を配置する。」
「～資格名である「防火管理者」と表記する」は誤解を招く表現なので削除願います。

理事会の承認を得て、防火管理者および統括防火管理者（以下「防火管理者」という。）に選任（解任）する。
⇒防火管理者と統括防火管理者とは並列できる概念ではない（後者は前者に包含される概念）。
多少持って回った表現になるが、「統括防火管理者の任に当たる防火管理者」に変更。
⇒★この表現ですと誤解を招きます。修正案とおりでお願いします。
統括防火管理者のイメージは、ビルなどで複数店舗があり、それぞれの店舗ごとに防火管理者がいた場合、それらを統括する防火管理者を指します。その場合、1:Nの関係ですが、当マンションでは、1:1です。そこがわかりづらくなっている原因だと思います。
防火管理者と統括防火管理者を一人の人が兼務するのが実態ではありますが、消防署の指示に従っておりますので、修正案とおりでお願いします。
		
・第7条　防火管理者の作成する防火管理に係る消防計画（以下「消防計画」という。）に基づき
⇒東京消防庁発行文書では、「防火管理に係る消防計画」と「全体についての消防計画」と使い分けている。個々に記述するほどのこともなく、誤解が生じる余地もないので、修正案通りとする。
⇒★消防計画に2種類あるというのは、記載の通りです。
前者は、防火管理者が提出する消防計画であり、後者は、統括防火管理者が提出する消防計画のことです。

・第8条
管理組合の会計年度に合わせ5月末締めにしては？
定例会開催日（通常7月第三日曜日）とすると、7月は新旧防火管理者が重なり、報酬額も二重で支払うこととなってしまう。
⇒任期満了で防火管理者が存在しない期間を作ってはならないため、任命期間は会計期間と同一にはできない。そこで、第3項を設け、在任期間の計算においては片端入れの原則を追記する。
⇒★本件については、規約検討委員会と理事会で検討していただければと思います。

・9条と10条は同じ事、10条が不要では？
⇒第9条と第10条は別の事柄。第9条は一般的に行われている業務の一部委託の話、第10条は、防火管理者の業務自体の外部委託である。これは東京消防庁の「防火管理実践ガイド」でも明記されている。
⇒★小林防火管理者へ。こちらの内容でよろしいでしょうか。ご確認ください。

第10条を残すのであれば、「防火管理者を選任することが困難な場合」は不要では？
第4条2において、「副理事長に就任要請する」としているので、整合性が合わない。
⇒「副理事長に就任要請する」と記載してあっても実現できない場合がある。副理事長が（当然に）就任する」としているわけではない（この場合は「整合性がない」というのでしょうね）。
⇒★小林防火管理者へ。こちらの内容でよろしいでしょうか。ご確認ください。

・第12条　定例会の開催は、現状細則のままがいい。
⇒現状細則では「定例会」とは何かわからない（規定類になじまない）。
現行第4条の「定期的に開催する」の「定期的」とは何を意味するのか教えてください。「定例会」という以上、開催時期、開催回数等最低限の約束事を記載しなくては意味をなしません。当然、毎期初に定例会の開催日を決めることもアリとは考えます。現行細則では、関係者以外には定例会と緊急会の区別がつきません。
細則最終案を参照して実情を教えてください。
⇒★「定例会」とは、原則、毎月一回、第四土曜日の防火防災委員会を指しています。
　現在は、月に一回ですが、時期や回数を決めなくてもよいと考えます。
決めてしまうと、自分たち委員の首を絞めることになりかねません。
　「臨時会」としては、昨年実績では、理事会・自治会・防災委員会の三者合同防災訓練最終打ち合わせ（9/14実施）が、これにあたります。ですが「臨時会」は、あえて明文化しなくともよいとも考えます。

・第13条3三　防火管理者が実施すべきことであって、委員会ではありません。
⇒削除済。平成30年改正の現行細則第5条第5項に委員会の任務として記載があったので、とりあえず踏襲したもの。削除するのが望ましいと当方も判断する。
⇒★第13条3三　「消防設備等の点検検査および記録の保存」のみ削除という理解です。

・第15条三　「仕切り版」？⇒マンション内では「パーテション」、建築的には「隔壁板」
⇒「パーテション」とする理由・根拠を教えてください。
誰でも直観的に判る表現としましたが、「蹴破り戸、隔て板、仕切り板、パーテーション、間仕切り、ベランダ隔て」など、マンション毎にさまざまな名称で呼ばれていますので、こだわりはありません。回答を踏まえて検討します。
⇒★当マンションの大規模修繕の時などでは、「パーテーション」の呼称が使われていました。
呼び名ですので、プロの長谷工さんから、どう呼ぶのが正しいかを聞いて頂き、決定していただければと思います。

・五　現状細則の文言にする。
⇒現状細則の「消防用設備等・特殊消防用設備等〔避壁　器具・屋内消火栓設備〕の……」における「避壁　器具」の意味を教えてください。また、特殊消防用設備は当マンションではどれを指していうのでしょうか。教えてください。マンション
なお、再修正版では「消防用設備等（マンション内の屋内消火栓設備、移動式粉末消火設備、備付消火器等）の周辺に使用の妨げになる物品を放置しないこと」としてあります。
⇒★再修正版の記載がわかりやすくて良いと思います。
		
・第18条　「年一回訓練を実施する」程度でよい。あまり細かいことを記載してもできない。
⇒現状年に何回実施しているのか、訓練の種類はどうなのか、消防計画ではどのように報告しているのか、また、それは消防署の示す基準を満たしているのか。教えてください。
さらに、これらを踏まえた代案を出していただけると更にありがたい。
⇒★現在は、年一回、防災訓練を実施。消防署でも最低年一回を奨励しています。
昨年は、AED訓練・初期消火・通報訓練・消防車体験を実施。起震車体験は雨天のため中止。
複数ある訓練メニューから、年によって、いくつかピックアップして実施しています。
防災訓練実施要領（防災訓練長期計画）を参照願います。

・第19条　訓練実施前に訓練計画を消防署に届け出る必要があります。
⇒その旨記載してあります。
⇒★消防署には、訓練計画を届け出ていますが、訓練実施報告はしていません。

・2　防火管理台帳は、ありません。新たに作成するということでしょうか。
⇒防火管理者より台帳は作成していないとのことで削除済（長谷工も作っていない）。
ただし、法令上も必要ないのかどうかという観点で、防火管理者の意見をいただきたい。
⇒★小林防火管理者へ。ご確認の上、ご回答ください。

・第23条2　防火管理台帳はありません。
⇒防火管理者より台帳は作成していないとのことで削除済（長谷工も作っていない）。ただし、法令上も必要ないのかどうか、知見のある方の意見をいただきたい。
⇒★小林防火管理者へ。ご確認の上、ご回答ください。

・第7章　行動にあたるので、防災マニュアル参照とする。
⇒「防災マニュアル等の活用」とする。
⇒★賛成です。

・第28条　防災マニュアルは、「行動」「体制」「防災備品」「様式集」で成り立っています。
⇒防災マニュアルの編集の自由度を確保するため、その構成までは細則で定めない。
⇒★賛成です。

・第29条　防災マニュアルは防火防災委員会にて検討し理事会の承認により制改定とする。
⇒規約検討委員会で、検討委員会の全体像を踏まえて検討する。
⇒★管理規約や諸細則などで、「規約検討委員会にて～検証した上で」という記載はありましたでしょうか。あくまでも「規約検討委員会」は一時的なプロジェクト型の委員会であり、永年続くものではないと考えております。したがって、防火防災マニュアルの制改定にあたっては、「規約検討委員会」ありきの考えを入れないでいただきたいです。
とはいっても、防災マニュアルの制改定にあたって、管理規約検討委員会にご意見を伺わないということではありません。私も昨年まで規約検討委員会の一員でしたので、規約検討委員会の意義は充分に理解しているつもりです。これからも規約や細則に照らして問題ないかを確認していただく必要があると考えております。
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